
○由利本荘市子ども条例 
平成２３年３月２５日 

条例第７号 
改正 平成２７年３月２５日条例第１５号 

子どもは、社会の一員であるとともに次代を担う大切な存在であり、一人ひとりが将来へ

の夢をもって、いきいきと健やかに育つことは、すべての市民の願いです。 
今日、児童虐待やいじめ、引きこもりや不登校など、多様な問題が発生し、子どもの生き

る権利や育つ権利が大きく脅かされています。 
このため、子ども・子育てに関する社会の関心を高め、子どもの権利が大人と同じように

尊重され、すべての子どもが安全な地域社会の中で安心して健やかに育つことができる環境

づくりが求められています。 
由利本荘市は、すべての子どもが等しく、自由にのびのびと個性を発揮し、心豊かに育つ

ことを願い、「安心して子どもを産み、健やかに育つ、子育ての絆あるまちづくり」を目指

し、この条例を制定します。 
（目的） 

第１条 この条例は、子どもが健やかに育つ環境づくりについて、基本理念を定め、子ども

の権利を保障するため、市及び地域住民等の責務並びに子どもの役割を明らかにするとと

もに、子ども・子育てに関する施策の基本的な計画を定めることにより、子どもの健やか

な成長を社会全体で支援するまちづくりを推進することを目的とする。 
（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 
（１） 子ども １８歳未満の者をいう。 
（２） 保護者 親及び親に代わって子どもを養育する者をいう。 
（３） 地域住民等 地域に居住する住民及び団体をいう。 
（４） 学校等関係者 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に定める児童福祉施設

並びに学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に定める幼稚園・小学校・中学校及び高

等学校等並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律の一部を改正する法律（平成２４年法律第６６号）に定める幼保連携型認定こども園

の施設の関係者をいう。 
（５） 事業者 事業を営む法人及び個人をいう。 
（基本理念） 

第３条 子どもが健やかに育つ環境づくりは、次の基本理念により行われるものとする。 
（１） 子ども一人ひとりが権利の主体として尊重されるとともに、子どもの最善の利益

を主として考慮すること。 
（２） 市、保護者及び家庭、地域住民等、学校等関係者並びに事業者がそれぞれの役割

を担いながら、協働して子どもを守り、子育てを支援するよう努めること。 
（子どもの権利） 

第４条 子どもは、健やかに生きるため、命が大切にされ、かけがえのない存在として愛情

をもって育まれ、暴力及び犯罪から守られ、どのような差別も受けることなく年齢又は発

達段階にふさわしい健康的な生活が保障されなければならない。 
２ 子どもは、一人ひとりが尊重されるため、自由な考えをもって自由な表現ができること、

他人を信頼するとともに自分が信頼されること、及び個人の秘密に関する干渉又は侵害を

受けないことが保障されなければならない。 
３ 子どもは、豊かに育つため、学び又は遊びを通じて、人との関わりの中で社会の責任あ

る個人として自立していくことが保障されなければならない。 



４ 子どもは、自分たちの関わることに主体的に参画するため、必要な情報提供又は支援を

受け、意見を表明する機会が保障されなければならない。 
（市の責務） 

第５条 市は、子どもの権利を保障するため、国、他の地方公共団体及び関係機関と連携並

びに協働するとともに、子ども・子育てに関する施策を実施するものとする。 
２ 市は、保護者、地域住民等、学校等関係者及び事業者がそれぞれの責務を果たすことが

できるよう、必要な支援を行うものとする。 
（保護者及び家庭の責務） 

第６条 保護者は、子どもの養育について家族及び家庭が果たす役割を理解するとともに、

その第一義的な責任は保護者が有することを自覚し、愛情をもって養育しなければならな

い。 
２ 保護者及び家庭は、子どもが基本的な生活習慣及び社会のルールを身につけることがで

きるよう努めなければならない。 
３ 保護者及び家庭は、子どもの健康の確保及び増進に努めるとともに、子どもが安心して

暮らすことができる環境づくりに努めなければならない。 
（地域住民等の責務） 

第７条 地域住民等は、地域社会が子どもの豊かな人間性を育む重要な日常の場であること

を認識し、地域活動等を通じて、健全な環境の整備及び安全で安心な地域づくりに主体的

に取り組むよう努めなければならない。 
２ 地域住民等は、地域社会の中で培った子育てに関する知識及び情報を保護者へ提供する

とともに、子どもの見守りなどを通じて、広く子育てを支援する意識を持つよう努めなけ

ればならない。 
（学校等関係者の責務） 

第８条 学校等関係者は、その設置目的及び運営理念に基づき、子どもの社会性及び学力の

向上に努め、子ども一人ひとりの心身の発達を助長するよう深く関わるとともに、健全な

育成環境の構築に資するため、保護者及びその家庭並びに地域住民等と相互に連携し協力

するよう努めなければならない。 
２ 学校等関係者は、保護者に対して教育及び子育てに関する相談及び支援を行うとともに、

子育てを行う家庭の環境づくりを支援するよう努めなければならない。 
（事業者の責務） 

第９条 事業者は、保護者が安心して就業しながら子どもの健全な育成に関わっていくこと

ができるよう、職場の環境づくりに努めなければならない。 
２ 事業者は、行政が実施する子ども・子育て支援に関する施策又は地域住民等が行う子ど

もに関する活動に協力するよう努めなければならない。 
（子どもの役割） 

第１０条 子どもは、発達段階に応じては社会の一員であることを自覚し、次に掲げる役割

を担うものとする。 
（１） 子どもの権利について学び、自分を大切にするとともに他の人が持つ権利を尊重

すること。 
（２） いじめ、暴力又は差別行為等他の人への迷惑行為を行ってはならない。また、自

ら進んで、これらの行為を無くすよう努めること。 
（基本計画の策定） 

第１１条 市長は、子ども・子育てに関する施策を推進するために、子ども・子育てに関す

る基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定するものとする。 
２ 市長は、基本計画の策定に当たっては、市民の意見を反映させるための適切な措置を講

ずるものとする。 



３ 市長は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 
（要保護児童等の保護） 

第１２条 市長は、児童相談所等の関係機関及び由利本荘市要保護児童対策地域協議会との

連携を図りながら、子どもへの虐待、いじめ等の防止及び早期発見並びに保護に努めるも

のとする。 
（啓発活動） 

第１３条 市長は、子どもの権利を守り、子どもが健やかに育つ環境をつくることに対する

理解及び関心を深めるために、必要な啓発活動に努めるものとする。 
（委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
附 則 

（施行期日） 
１ この条例は、公布の日から施行する。 
（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）第８

条第１項の規定により策定されている行動計画は、第１１条の規定により策定された基本

計画とみなす。 
３ 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第６１条第１項の規定により策定さ

れている由利本荘市子ども・子育て支援事業計画は、第１１条の規定により策定された基

本計画とみなす。 
附 則（平成２７年３月２５日条例第１５号） 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
 


